
事業区分ごとの改正メニュー一覧

令和８年６月時点 各改正項目等の上段について、○は適用、×は非適用。下段については、留意事項。

小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型

○ × ○ × ○ × ○ × ○ ×

○ × ○ × ○ × ○ × ○ ×

○ ×

改正項目等 施行日（施行予定日） 経過措置

一般旅客定期航路事業 旅客不定期航路事業特定旅客定期航路事業
一般不定期航路事業
旧：人の運送をする
不定期航路事業

貨客定期航路事業
旧：人の運送をする
貨物定期航路事業

○

×

×

登録制移行により適用

○

○ ○ ○

以下を除く
・平水区域のみを航行するとき
・沿海区域のみを航行するとき
であって、告示で定める場合に

該当するとき

以下を除く
・平水区域のみを航行するとき
・沿海区域のみを航行するとき
であって、告示で定める場合に

該当するとき

○ ○ ○

廃止届の事後制→事前制 令和5年6月11日 無
× ○ ○ ×

承継の届出制→認可制 令和5年6月11日 無
× ○ ○ ×

従来から事前制 登録制移行により適用

従来から認可制

安全管理規程の重要規定の
法令化とひな形の充実

省令改正：令和6年4月1日
ひな形改正：フェーズ1 令和6年11月

　　　　　　  フェーズ2 令和8年3月
無

○ ○ ○ ○ ○

既存の事業者については、令和８年度末までに、フェーズ２を反映した安全管理規程の変更届出を提出ください。

安全情報の提供の拡充、
国への定期報告

令和6年4月1日 無
○ ○ ○ ○ ○

毎事業年度の経過後100日以内に安全情報を公表し、遅滞なくその内容を地方運輸局へ報告する必要がある。

特定教育訓練の導入 令和6年4月1日 無

これまで船員法の適用外であった５トン未満船舶や湖、川又は港のみを航行する船舶について、施行日を基準に訓練の要否を措置

[1]訓練が不要な場合
施行日前に、同一船又は同一の航行水域において、乗り組む予定の職務相当に従事していた場合

[2]訓練が必要な場合
施行日以降に相当職務に復職する場合で、
・施行日までに船舶所有者の変更があった場合
・施行日をまたぎ３年以上経過して復職する場合

特定操縦免許制度の改正 令和6年4月1日 既存受有者は施行より2年

許可の更新制の創設 令和6年4月1日 既存事業者は施行より３年
× × × ×

旅客名簿の備置き義務及び
運送引受拒絶

以下を除く
・平水区域のみを航行するとき
・沿海区域のみを航行するとき
・離島航路を航行するとき（告

示で定める航路を除く）

以下を除く
・平水区域のみを航行するとき
・沿海区域のみを航行するとき
・離島航路を航行するとき（告

示で定める航路を除く）

法定無線設備からの
携帯電話の除外

法定無線設備の積付け

[1]旅客船（旅客定員１３人以上の船舶）
　・許可船：令和４年１１月１日
　・許可船以外：令和６年４月１日

[2]旅客定員12人以下であって、「海上運送法」
の適用を受け人の運送に使用される船舶：令
和７年４月１日

[3]遊漁船（遊漁船業にのみに供する船舶）：令
和８年１０月１日

現存船は適用日以降の最初の中
間検査又は定期検査まで

※詳細については以下をご参照ください。
　　https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_mn6_000021.html

令和6年4月1日 無

○ ×



事業区分ごとの改正メニュー一覧

小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型

改正項目等 施行日（施行予定日） 経過措置

一般旅客定期航路事業 旅客不定期航路事業特定旅客定期航路事業
一般不定期航路事業
旧：人の運送をする
不定期航路事業

貨客定期航路事業
旧：人の運送をする
貨物定期航路事業

現存船は適用日以降の
最初の定期検査まで

○

※詳細については以下をご参照ください。
　　https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_mn6_000021.html

[1]旅客船（旅客定員１３人以上の船舶）：令和７
年４月１日

[2]旅客定員１２人以下であって、「海上運送
法」の適用を受け人の運送に使用される船舶：
令和８年４月１日

[3]遊漁船（遊漁船業にのみに供する船舶）：令
和８年１０月１日

現存船は適用日以降の最初の定
期検査まで

○ ○ ○ ○

届出事業の登録制への移行 令和7年4月1日 既存事業者は施行より２年
× × ○ ○

※詳細については以下をご参照ください。
　　https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_mn6_000021.html

×

救命いかだ等の積付け

非常用位置等発信装置の
積付け

[1]旅客船（旅客定員１３人以上の船舶）：令和６
年４月１日

[2]旅客定員１２人以下であって、旅客を搭載し
て事業に使用される船舶（「海上運送法」の適
用を受ける事業者が使用する船舶）：令和７年
４月１日

[3]遊漁船（「遊漁船の適正化に関する法律」の
適用を受け、遊漁船業の用にのみに供する船
舶）：令和８年１０月１日

○ ○ ○ ○ ○

船客傷害賠償責任保険の
限度額の引上げ及び

公表義務化
令和6年10月1日

既存契約は
次回契約更新時まで有効

○ × ○ ○ ○

１億円／旅客１名あたり １億円／旅客１名あたり 5,000万円／旅客１名あたり 5,000万円／旅客１名あたり



事業区分ごとの改正メニュー一覧

小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型

改正項目等 施行日（施行予定日） 経過措置

一般旅客定期航路事業 旅客不定期航路事業特定旅客定期航路事業
一般不定期航路事業
旧：人の運送をする
不定期航路事業

貨客定期航路事業
旧：人の運送をする
貨物定期航路事業

○（※） ×
船舶におけるドライブレコーダーの

映像を活用した教育訓練

× × × ×

令和9年4月1日 無 （※）小型船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業のみが対象です。
詳細については以下をご参照ください。
　　https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr6_000061.html

既存事業者は施行より１年

※以下のいずれかの特例に該当する場合は、兼務講習を運航管理者及び陸上従業者に受講させることで、運航管理者を船舶に乗り組ませることができます。
・災害、傷病その他やむを得ない事由により、職務を行うことが困難である場合かつ船舶以外には交通機関がない地点間又は船舶以外の交通機関によること
が著しく不便である地点間を連絡する航路である場合
・同時に運航している船舶が１隻であって、当該船舶の総トン数が20トン未満（小型船舶）かつ旅客定員が13人未満である登録事業者である場合
詳細については以下をご参照ください。
　　https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000062.html

○○ ○ ○ ○

令和8年4月1日 既存事業者は施行より１年

安全統括管理者・運航管理者の
資格者証保有者のうちからの

両管理者の選任義務

職務中の運航管理者の
船舶への乗組み禁止等

令和8年4月1日

水密性の確保

[1]旅客船（旅客定員１３人以上の船舶）：令和８
年４月１日

[2]旅客定員１２人以下であって、「海上運送
法」の適用を受け人の運送に使用される船舶：
令和９年４月１日

[3]遊漁船（遊漁船業にのみに供する船舶）：令
和９年４月１日

○ ○ ○ ○ ○

現存船は適用日以降の最初の定
期検査まで

試験は、指定試験機関により、令和７年５月より開始しています。
資格者証は、地方運輸局等で交付を行っています。
詳細については以下をご参照ください。
　　https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000058.html

○ ○ ○ ○ ○

※詳細については以下をご参照ください。
　　https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_mn6_000021.html

上記の安全対策が困難な船舶（現存船や５トン未満の小型船等）は、以下のいずれかの代替措置での対応も可能。

浸水警報装置及び排水設備の搭載 又は 不沈性及び安定性を有する構造


